
貸金業者向けの総合的な監督指針案（新旧対照表案）

1

現    行 改  正  後 

Ⅱ．貸金業者の監督に当たっての評価項目 

Ⅱ－１ 経営管理等 

  貸金市場が健全な発展を実現していくためには、貸金業者の経営陣（代

表者、取締役会のほか代表者等で構成される経営に関する事項を決定する

組織等をいう。以下同じ。）が率先して法令等遵守態勢の整備等に努める

など、資金需要者等の利益の保護に問題が生じることのないよう経営を行

うことが重要である。 

貸金業者の監督に当たっては、経営陣が健全な業務運営の実現に配慮

し、指揮・監督機能を適切に発揮して、与えられた責務を全うしている

か、法令等遵守を重視する企業風土を醸成する責任を果たしているかとい

った観点等に留意するものとする。 

（新設） 

なお、監督に当たっては、貸金業者の自主性を尊重するとともに、貸金

業者に対しては専業規定がなく、業態や規模等が多岐にわたっていること

に留意し、当該貸金業者の業務運営の実態を踏まえて対応する必要があ

る。 

（１）・（２） （略） 
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うことが重要である。 

貸金業者の監督に当たっては、経営陣が健全な業務運営の実現に配慮

し、指揮・監督機能を適切に発揮して、与えられた責務を全うしている

か、法令等遵守を重視する企業風土を醸成する責任を果たしているかとい

った観点等に留意するものとする。 

また、上場会社は、金融商品取引所の規程において、コーポレートガバ

ナンス・コードを尊重してコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよ

う努めることとされており、非上場会社に比べ、より高い水準の経営管理

（ガバナンス）が要求されていることを踏まえ、上場会社である貸金業者

については、例えば、顧客、取引先をはじめとする様々なステークホルダ

ーとの適切な協働に努めているかといった観点にも併せて留意するものと

する。 
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